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〇 農地農業用施設災害復旧事業事務取扱要綱（昭和 40 年９月 10 日付け 40 農地Ⅾ第 1130 号農林事務次官依命通知） 

一部改正新旧対照表 

   （下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

（災害にかかつた農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用

の額） 

第２の２ 令第９条第６号に規定する「災害にかかつた農地に代わる農 

地を造成するのに要する標準的な費用の額」は農林水産大臣が毎年定 

めるところにより算定する。 

 

 

 

様式第１第１号 

被害報告書 

番号 

年月日 

農村振興局長 殿 

地方農政局長又は 

沖縄総合事務局長 

都道府県知事 

農地及び農業用施設に以下のとおり被害が発生したため、農地農業用施

設災害復旧事業事務取扱要綱第５第１項の規定により報告します。 

 

 

記 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１第１号 

被害報告書 

番号 

年月日 

農村振興局長 氏名 殿 

地方農政局長又は 

沖縄総合事務局長 

都道府県知事 氏名  

年 月 日から 月 日までの台風〇号（豪雨）により農地及び農業

用施設に下記のとおり災害が発生したから、農地農業用施設災害復旧事

業事務取扱要綱第５第１項の規定により報告します。 

 

記 
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【令和●年】 

都道府県名：〇〇県  災害名：〇〇〇〇 報告月日：〇／〇 

発生期間：○／○～○／○ 報告回数：第○回 ※確定報の場合は（最

終）と記載する。 

単位：千円 

市町村名 
農地 （略） (削る。) 

箇所数 （削る。） 被害額 （略） (削る。) 

(略) （略） （削る。） （略） （略） (削る。) 

 

様式第１第２号 

災害概要報告書 

番号 

年月日 

 

農村振興局長 殿 

都道府県知事 

（略） 

記 

１ （略） 

２ 被害の概要 

（１） 農地及び農業用施設の被害推定額 

市町

村名 

被害

推定

額 

左の内訳 （略） 

農地 （略）  

箇所 （削る。） 金額 （略）  

   （削る。）    

   （削る。）    

 

都道府県名：〇〇県  災害名：〇〇前線豪雨   報告月日：〇／〇 

発生期間：○／○～○／○        報告回数：第○回（最終） 

 

 

市町村名 
農地 （略） 備考 

箇所数 面積 ha 被害額 （略） （略） 

(略) （略） （略） （略） （略） （略） 

 

様式第１第２号 

災害概要報告書 

番号 

年月日 

 

農村振興局長 氏 名 殿 

都道府県知事 氏 名 

（略） 

記 

１ （略） 

２ 被害の概要 

（１） 農地及び農業用施設の被害推定額 

市町

村名 

被害

推定

額 

左の内訳 （略） 

農地 （略）  

箇所 面積 金額 （略）  

   （ha）    
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注 （略） 

（２）・（３） （略） 

３ （略） 

 

様式第２ 

 

年 災害 

災害復旧事業（又は災害復旧事業補助）計画概要書総括表 

（略） 

地区別一覧表 

（１）農地 

（略） 所在地 地域 

区分 

事業 

主体名 
（略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 

（２）農業用施設 （略） 

注  １．災害関連事業は、数量欄及び金額欄にかっこ書で外数とするこ 

と。 

２．再災害の箇所は、摘要欄にその旨を記入すること。 

 

３．地域区分については、中山間地域（農林統計上用いられる農業

地域類型区分のうち中間農業地域及び山間農業地域をいう。）

に該当する場合は「〇」を入力すること。 

様式第３ 

被害把握困難地域指定申請書 

番   号 

注 （略） 

（２）・（３） （略） 

３ （略） 

 

様式第２ 

 

年 災害 

災害復旧事業（又は災害復旧事業補助）計画概要書総括表 

（略） 

地区別一覧表 

（１）農地 

（略） 所在地 
（新設） 

事業 

主体名 
（略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 

（２）農業用施設 （略） 

注  １．災害関連事業は、数量欄及び金額欄にかっこ書で外数とするこ 

    と 

２．再災害の箇所は、摘要欄にその旨を記入すること 

 

（新設） 

 

 

様式第３ 

被害把握困難地域指定申請書 

番   号 
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附 則 

１ この改正は、令和８年４月７日から施行する。 

２ この通知による改正前の農地農業用施設災害復旧事業事務取扱要綱に基づいて実施している事業については、なお従前の例による。 

年 月 日 

農林水産大臣 殿  

都道府県知事 

（略） 

 

様式第４ 

被害把握困難地域指定解除報告書 

番   号 

年 月 日 

農林水産大臣 殿  

都道府県知事 

（略） 

年 月 日 

農林水産大臣 氏 名 殿  

都道府県知事 氏 名 

（略） 

 

様式第４ 

被害把握困難地域指定解除報告書 

番   号 

年 月 日 

農林水産大臣 氏 名 殿  

都道府県知事 氏 名 

（略） 


